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【抄録】 

本研究では，教育委員会の最高意思決定機関である教育委員会会議における図書館に関する議

論の特徴を明らかにするために，関東地方の市区の教育委員会議事録を調査し，図書館長の出席

の有無，議論の分量，内容，やりとりの有無等を明らかにした。結果，図書館長は会議の半分弱

に出席していること，図書館の話題は議事録の 3.5%を占めていることが分かった。図書館に関

する各種報告がなされるとともに計画や図書館協議会委員の人事などが議論されていた。図書

館の組織上の位置が高いほど，教育委員会で図書館が取り上げられていることも分かった。 

 

1. 問題背景と関連文献 
1. 1. 問題背景 

公立図書館（以下「図書館」）は，基本的に自治

体の教育委員会が所管する。教育委員会は行政委

員会の一つで自治体に必置である（地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（以下「地教行法」）

第 2条）。2019 年，地教行法が改正され，社会教

育に関する教育機関のうち条例で定めるもの（図

書館を含む特定社会教育機関）は，自治体の長が

直接，管理・執行することができるようになった

（地教行法第 23 条）。 

教育委員会については，その機能不全や形骸化

の指摘がある 1)。また，政治的正統性への疑問が

指摘されることもあり，さまざまな制度改革が行

われてきた。特に 2014 年の地教行法改正では，

総合教育会議が新設され，首長の関与が強化され

た。しかし，一般に教育行政は教育委員会が中心

に担っていると理解されている。 

教育委員会の会議は，教育委員会における最高

意思決定機関であり 2)，教育に関わる主要な事項

を決定する。教育委員会会議は，一般には教育長

と 4 名の非常勤の教育委員によって構成される。

教育委員会の職務権限は地教行法第21条で19項

目，規定されている。そこには図書館を含む教育

機関の「設置、管理及び廃止に関すること」「職員

の任免その他の人事に関すること」「社会教育に関

すること」などが挙げられている。 

ただし，教育委員会規則により教育委員会から

教育長に委任することができる事務もある（第 25

条 1項）。委任できないものは，教育に関する基本

的な方針の策定，教育委員会規則の制定・改廃な

どである。また，教育委員会は，図書館などを含

めた教育機関の教育活動を不当に規制することは

許されないと解されている 3)。 

1. 2. 関連文献 

教育委員会については，教育行政の分野で多く

の議論がなされてきた。しかし，図書館との関係

では必ずしも研究は多くない。薬袋は都道府県教

育委員会による県内自治体図書館に対する指導・

助言等の法的根拠の形成 4)，図書館行政の実態と

問題点 5)を検討している。また，横山は教育委員

会には課題があるとしながらも，図書館行政の安

定性・中立性の確保，民意反映と専門性発揮の機

会保障の観点から，教育委員会所管の意義を説明

している 6)。松岡も図書館の市長部局移管の動き

に対して教育委員会所管であることの積極的な意

義を述べている 7)。 

2. 研究目的と調査方法 

本研究は，教育委員会の最高意思決定機関であ

る教育委員会会議における図書館に関する議論の

特徴を明らかにすることを目的とする。図書館に

関わる施策のうち，庁内の調整が必要な事項は多

く存在し，それらは実際には自治体内の各種会議

体や非公式のやりとりで調整されていることは想

定される。また，地方議会でも審議される。しか



し，教育委員会会議は図書館に関わる施策を決定

し実施する制度的な存在であり重要であることは

間違いない。なお，図書館には図書館法上，図書

館協議会を設置することができるとされている

（図書館法第 14条第 1項）。教育委員会と図書館

協議会の違いは，前者が実際の意思決定を行い，

事務を執行するのに対して，後者は地方自治法上

の附属機関として，その前提としてさまざまなこ

とを審議する機関に位置づけられる点にある。 

本研究では，教育委員会における議論の特徴と

して，①図書館長の出席の有無，②議論の分量（回

数と議事録（会議録）に占める比率），③内容，④

やりとりの有無，を明らかにする。さらに，市長

部局への移管・補助執行が可能な環境下における

⑤図書館の組織的位置づけと議論の特徴，指定管

理者制度導入の広がりとの関係から，⑥全館指定

管理者による自治体での議論の特徴を探っていく。 

調査対象は，議事録が比較的公開されている関

東地方の全市区 202自治体とした。調査対象とし

た議事録は 2022年または 2022年度の 1年間分で

ある。年と年度があるのは，データ取得を自動で

行ったことと関係している。議事録は定例会以外

に臨時会も含んでいる。データは 2023年 12月か

ら 2024年 3月までに取得した。 

データ収集の詳細は以下のとおりである。まず，

各自治体の教育委員会のウェブページを確認し，

対象期間の議事録が掲載されている URLを特定し

た上で，自動的に PDF等を取得した（できない場

合は手作業で入手）。取得した PDF は，Python の

ライブラリである PyMuPDF1.24.1でテキスト化し

た上で，1年分を自治体ごとに結合した。 

テキスト化したデータは，まず，議論の分量を

把握するため，各自治体 1年分の文字数をカウン

トした。その際，日時，出席者，場所など議論以

外の部分について 1回分のデータを確認し，それ

を開催回数とかけあわせた上で，全文字数から引

き議論部分の文字数を推定した。つぎに，図書館

について議論している箇所を特定し，前後にタグ

を付与するとともに文字数をカウントした。それ

と全文字数との比から，図書館の議論の比率を算

出した。タグは，議題と，議題ではないが 100文

字以上の発言があった場合に付与した。内容は，

タグで囲まれた議論について，教育委員会が委任

できない事項を中心にコーディングした。それら

は，(1)基本的な方針（計画），(2)規程の制定改廃，

(3)設置及び廃止，(4)人事に関すること，(5)点検

評価，(6)予算，である。また，それらに分類でき

ないこととして，(7)事業報告，(8)議会報告，(9)

図書館協議会報告，(10)指定管理者，(11)電子図

書館，（12）研修，（13）その他，も加えた。 

③やりとりの有無は，コードを付与した箇所で，

図書館長などの説明者以外が意見や質問を述べて

いる場合にカウントした。④図書館の組織的位置

づけは，自治体の行政組織図，行政機構図などか

ら，教育委員会との距離を算出した。教育委員会

直下に図書館がある場合は「1」,生涯学習（部・

課）などが間に入る場合は「2」等とし，それ以上

は「3」とした。なお，教育委員会に一つの部・課

しかない場合，それらは距離の算出には含めてい

ない。⑤の指定管理者制度導入との関係は，『日本

の図書館 統計と名簿』の 2022年版（CD-ROM）を

確認し，2022年 4月現在，全図書館で「専任合計」

の項目が「0」の自治体をカウントした。 

3. 調査結果 
3. 1. 調査結果の概要 

調査対象 202自治体のうち，議事録のテキスト

が得られた自治体は 181（89.6%）で，得られなか

った自治体は21であった。取得できない要因は，

ウェブ非公開，直近の年・年度のみ公開，議題と

その審議結果のみ公開，PDFが画像として公開さ

れているなどがある。議事録作成は，地教行法上，

作成と公開が求められているが（第 1 条の 4 第 7

項），公開性に問題がある自治体のあることが分か

った。また，データを取得できたところを含めて，

URL を固定していない等，安定してアクセスでき

る体制が確保されていない点は課題といえよう。

教育委員会の開催回数は，全体で 2,567回であり，

1 自治体平均 14.2 回であった。 

3. 2. 図書館に関わる議論の全体的な特徴 

まず，①に関して述べる。図書館長の出席回数

は全体で 1,163 回であり，1 自治体平均 6.8 回で

あった。14.2回の平均開催回数に対しては半分以



下であった（47.4%）。なお，出席には，図書館長

以外に，「図書館」と名称がつく課・係の長の出席

を含んでいる。図書館長が，ほぼ毎回出席する自

治体もあれば，関連する議題がある回のみ出席す

る自治体もあった。図書館長が不在時に，図書館

に関する説明が必要な場合は，図書館を所管する

部署の長などが説明を行っていた。出席率と，取

り上げられた回数及び文字数との相関係数は，そ

れぞれ 0.394（p<0.01），0.264（p<0.01）と弱い

正の相関が見られた。 

②に関して，図書館の議論は全体で902回あり，

1 自治体平均 5.0 回であった。議事録に占める文

字の比率の平均は 3.5%である。最新の「令和 4年

度地方教育費調査」（令和3会計年度）8)によると，

国全体の地方教育費に占める図書館予算は 1.8%

である。予算比でみた場合は，それよりも多く議

論されていることになる。 

③の内容に関して，まず，全体の概要を述べる。

13 項目の件数の平均は 74.2 件で，議事録中の平

均文字数は 1,117 文字であった。各テーマが取り

上げられた際，説明者側以外の教育委員，教育長

から質問や意見が出されたのは平均45.1%であっ

た。 

以下，④のやりとりの有無を含めて，上位 5つ

について述べる。圧倒的に多かったのは，「(7)事業

報告」であった（328件）。これらには，定例の事

業報告，特定のイベントの予告・報告，蔵書点検

の予告・報告，それらによる休館日の連絡などで

ある。平均の文字数は 743文字と平均より少なか

った。また，やりとりのあった比率は 32.0%であ

り，こちらも全体の平均より低かった。このよう

に，このテーマは頻繁に報告されるが簡潔なもの

が多く，議論が活発に交わされるものは少なかっ

た。 

2 番目は，「(4)人事に関すること」であった（125

件）。このほとんどは，図書館協議会委員の任命に

関することである。このテーマは「秘密会」とし

て，公開しないことが一定数見られた。文字数は

平均 345 文字であり，全体の平均よりも少ない。

やりとりがあった比率も 13.5%と低い。 

3 番目は，「(1)基本的な方針（計画）」であった

（123件）。ここには，自治体の総合計画，教育委

員会の基本的方針や生涯学習関連計画，図書館の

基本的方針やサービス計画，読書活動推進計画な

どを含む。文字数は平均 1,980文字で，最も多か

った。また，やりとりのあった比率は 62.3%で，

全体の平均を大きく上回った。このテーマは比較

的頻繁に取り上げられており，議論に多くの時間

を費やしていることが分かった。委員等から意見

が出されることも多く，活発に議論がされている。 

4 番目は「(2)規程の制定改廃」であった（102

件）。ここには，規則以外にも，条例と要綱を含め

た。規則改正は，開館時間，利用規則，利用登録

時の取得情報の変更など様々なことが要因となっ

ていた。文字数は平均 1,007文字であり，全体の

平均とほぼ同じであった。やりとりがあった比率

は 43.9%で，こちらも平均とほぼ同じであった。 

5 番目は「(6)予算」であった（50 件）。ここに

は当初予算以外に，補正予算や決算を含めた。図

書館の予算が独立の議題として設定されることは

ほとんどなく，予算関連の説明の中で説明される

ことが多かった。100 文字以上のものを取り上げ

たが，それ以下のものを含めれば，件数は大幅に

増える。文字数は平均 581文字であり全体の平均

の半分強と多くはない。やりとりがあった比率も

39.1%とあまり多くなかった。予算関連の説明の

中で頻繁に取り上げられているが，図書館以外の

多様な事業の説明の中で取り上げられるためか，

活発に議論されるわけではないことが分かる。 

3. 3. 自治体組織構成との関係  

教育委員会からの距離が 1の自治体は 74，同様

に 2 は 77，3 は 16 であった。市長部局が所管し

ているのは 13 自治体であった。それぞれについ

て，図書館長の出席，図書館が取り上げられた回

数，議事録に占める比率は，以下のとおりである。

まず距離 1は，出席が 77.3%，図書館が取り上げ

られた回数は 6.3回，議事録中の割合は 4.5%であ

った。距離2 は，それぞれ 34.1%，4.5回，2.9%，

距離 3は 5.2%，2.4 回，1.9%であった。このよう

に教育委員会との距離が遠くなるにしたがって，

図書館長の出席は減り，議論の回数，割合も減少



することが分かった。市長部局所管は，それぞれ

20.8%，4.1 回，2.8%であり，距離 2 のグループ

と近いが，それよりも低調であった。 

以上から，図書館と教育委員会の距離が近いほ

ど，図書館長は教育委員会に多く出席し，図書館

が議論されることが多いことが分かった。 

3. 4. 指定管理者による運営との関係 

図書館の運営を指定管理者に任せ，自治体の専

任職員がいない図書館では図書館法上の図書館長

はおらず，教育委員会に図書館長が出席すること

はない。そうした専任職員がいない自治体は25市

あった。それらの自治体では，議論の回数が 3.84

回であった。それ以外の自治体では 5.20 回であっ

たのと比較すると，議論は低調である。また，議

事録に占める文字の比率は 2.8%であった。それ以

外の自治体では 3.6%であった。このように全館が

指定管理者による自治体の図書館では教育委員会

における図書館の議論が低調であることが示唆さ

れた。 

4. まとめ 

本研究では，教育委員会会議における図書館に

関する議論の特徴を明らかにすることを目的に，

議事録を分析してきた。本研究から，まず，図書

館長は会議の半分弱に出席していること，出席す

ることで図書館が取り上げられることが増えるこ

とが分かった。また，図書館の話題は議事録の

3.5%を占めていることも分かった。多く取り上げ

られているのは，各種の報告で，図書館協議会委

員の人事や基本的な方針などが続いた。図書館の

組織上の位置が高いほど，教育委員会で議題とな

ることも分かった。また，図書館が市長部局にあ

る場合，指定管理者による運営のため専任職員が

図書館にいない場合は，話題となりにくい傾向が

見られた。 

本研究では，教育委員が図書館に関して，意見

を述べている状況を確認できた。教育委員会制度

の意義の一つである住民の意向の反映という点で

は，その実態のあることが分かった。レイマン・

コントロールは限定的であるが達成されていた。

とはいえ，議論が十分かといえば，決してそうで

はない。事業報告等では教育委員からの積極的な

発言は少なかった。この制度を補完するには，そ

の前段階である図書館の意思決定の質をよりよい

ものとすることが必要であり，そのためには図書

館協議会への諮問や意見を活用していくことが不

可欠であろう。 

本研究の課題としては，まず，PDFファイルの

テキスト化が完全にできていない箇所があった点

が挙げられる。しかし，この点は，テキストデー

タに復元できない PDF 化こそ課題である。本来

的には XML 等，機械可読形式の構造化データで

公開することが望ましい。また，コードを教育長

への委任ができない事項の観点から付与したが，

内容面からの分析は十分できなかった。例えば， 

2019 年の地教行法改正で指摘されていた学校教

育との連携は，会議でしばしば議論されていた。

また，教育委員会制度の意義の一つである政治的

中立性との関連では，収集方針や選書に踏み込む

発言は見られなかった。内容面からの分析をする

ことで，図書館にとっての教育委員会の意義をよ

り明らかにする事ができるであろう。 
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